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補

補助金額の確定 
補

（補助対象となる事業期間）※ 

※社会福祉法人は、令和８年４月１日(水)～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔募集のスケジュール〕 

 
 

   

↑   

↑                       

↑        

↑ 

 令和８年２月３日(火)～ ※   補助事業期間     ～令和９年 1 月８日(金)〆 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告の提出先〕 

 

 

 

 

 

本マニュアルは【補助金の手引き】を補足する資料として作成しています。 

本マニュアルには記載のない事項もありますので【補助金の手引き】を必ずご確認ください。 

提出方法 住所・URL・メールアドレス 提出期限 

郵送 

〒930-0004  

富山県富山市桜橋通り３－１ 富山電気ビルデイング 

富山県中小企業トランスフォーメーション補助金事務局 

令和9年1月8日(金)  
※持参不可 

オンライン https://amarys-jtb.jp/toyama-trans3-report/ 
令和9年1月8日(金) 
23：59 まで入力可能 

電子メール toyama-trans3@bsec.jp 
令和9年1月8日(金) 

23：59 まで 

第３次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 

［ＤＸ枠］ 

実績報告作成マニュアル 

実績報告の提出期限 

事業完了後 20 日以内、又は令和９年１月８日(金) 

のいずれか早い日まで 
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２月 27 日 

～７月 31 日 

「第３次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 採択者向け情報」 

https://www.tonio.or.jp/search/xf3-saitakugo/ 

↑実績報告に係る様式等はこちらよりダウンロードをお願いします。 

https://amarys-jtb.jp/toyama-trans3-report/
mailto:toyama-trans3@bsec.jp
https://www.tonio.or.jp/search/xf3-saitakugo/
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■提出書類一覧 ※「第３次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金の手引き」P26～28 参照 

実績報告に係る様式は、ＨＰ「第３次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 採択者向け情報」参照 

提出書類 補足事項 

１ 実績報告書（様式第５号） 

 
※オンライン申請の場合は、申請ページ 

に直接入力につき提出不要 

 

住所・名称・代表者職氏名について、交付申請

時から変更がある場合は、 

①登録事項変更届 

②登記簿謄本の写し等 

（変更事項を確認できる書類） 

をご提出ください。 

２ 事業実施報告書（様式第５号の２） 

 

申請枠によって様式が異なります。 

３ 収支決算書（様式第５号の３） 

 

申請枠によって様式が異なります。 

４ 【平均賃金 10 円以上引上げ要件】 
①「事業場内平均賃金（時給単価）」 
の引上げ実績：確認書（様式第５ 
号の４） 

②賃上げ確認表 
③給与明細一覧表（給与台帳）等 

 
必須書類です。 

５ 【補助率引上げ要件】 
①「給与支給総額（月額）」の引上げ 
 実績：確認書（様式第５号の５） 
②給与支給総額（月額）実績算出表 
③給与明細一覧表（給与台帳）等 

 
交付申請時に補助率引上げ申請をされた場合は

ご提出ください。 

６ 支出証拠書類の写し等 
①請求書の写し 
②支払い証明の写し 
③成果物（画像・報告書等） 
※備品購入・改修工事の写真等 

 
 

・経費区分ごとの支出証拠書類については 

「別紙１」参照 

・主な支払いごとの「支出証拠書類の写しに 

 ついて」は P3 参照 

・成果物等写真画像（カラー）については 

P4 参照 

７ 取得財産等管理台帳（様式第７号） 

 
※取得財産がある場合のみ 

 ◆記載対象は、減価償却資産（工事取得物含む 

単価 税抜 50 万円以上） 

◆ＰＣ・タブレット等汎用性が高い備品は、 

50 万円未満でも記載が必要です。 

◆「保管場所」欄には、取得物を保管している 

住所をご記入ください。 

◆標章を貼付した写真画像（カラー）とともに 

提出が必要です。 

（記入例については「別紙２」参照） 

 

（様式第５号の２の２）-２ 【ＤＸ枠】

労働生産性向上計画

年 月 （例：令和8年10月）

年 年 年 月 年 月

① 売上高※3

② 営業利益※4

③

人件費
(給与手当・法定福利費・

労務費・賞与・退職金等)

※役員報酬除く

④ 減価償却費

⑤
付加価値額
（②＋③＋④）

⑥ 従業員数※5

⑦
労働生産性
（⑤÷⑥）

⑧
労働生産性の
直近期末からの
増減比

※1

※2

※3 社会福祉法人の場合は、「サービス活動収益計」を記入してください。

※4 社会福祉法人の場合は、「サービス活動増減差額」を記入してください。

※5

従業員がいない場合は、役員または事業主の人数を記載ください。

事業完了：令和

申請時と実績報告時の直近期末が異なる場合は、実績値を記入し決算書等の根拠資料を添付してください。

正規雇用、契約社員、パート・アルバイトの合計人数を記載ください。

申請時に記載した直近の決算期と同じ数値を記入してください。

（申請時と実績報告時の直近期末が同じ場合は、申請時の直近期末
※１

と同じ値を記載してください。）

（役員、派遣社員、その他の人数は含めない）

実績報告時の

直近期末
※2

（例：令和8年1月期）

100.00%

令和 月期

区分

※＿部分要記載

１年後

（例：令和9年10月）

令和

２年後

（例：令和10年10月）

令和

申請時の

直近期末
※1

（例：令和8年1月期）

令和 月期

 

（様式第５号の２の２）-１ 

第３次 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 事業実施報告書 【ＤＸ枠】 

事業者名  

今回の事業 

テーマ・目的 
 

従業員数 事業前：  名 → 事業後：  名 ※常時使用する従業員数 

実施内容 

(※事業内容が、客観的にわかるよう記載してください。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・効果 

（※本事業で事業計画書に記載した課題が解決されたことなど、本事業の成果を、客観的にわかるよう記載してください。また、事業
完了後１年以内に、労働生産性が３％以上向上することを、算出根拠を明らかにしながら具体的な数値を用いて記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 時期 内容 

スケジュール 令和  年  月  

R  .  月   年  月  

～   年  月  

R  .  月   年  月  

↑   年  月  

要記載   年  月  

※ 記入欄は、適宜拡張してください。複数ページにわたって構いません。また、別紙による説明も可能です。 

※ 補助事業は、実績報告提出期限（令和９年１月８日）までに完了する必要があります。 

※ 補足説明など、適宜資料を添付してください。 

       給与明細一覧表 
       （給与台帳）等 

①

② 支払い証明の写し 

③ 

任意 

任意 

 

令和　　年　　月　　日

公益財団法人富山県新世紀産業機構理事長　様

住所

名称

代表者職氏名　　　　　　     　　　　　

引上げ前（令和８年２月～11月の任意の１月の値を入力してください）

令和 月 ※黄色セルを入力

引上げ後（事業実施期間内（令和８年２月～12月）の任意の１月の値を入力してください）

令和 月 ※黄色セルを入力 ※黄色セルを入力

↑自動計算

（様式第５号の４）

第３次　富山県中小企業トランスフォーメーション補助金

「事業場内平均賃金（時給単価）」の引上げ実績：確認書【必須要件】

　富山県中小企業トランスフォーメーション補助金の実績報告に際し、下記の２点について確認してお
り、事実と相違ありません。

記

１　事業実施期間内に事業場内平均賃金（時給単価）を10円以上引き上げること。

【引上げ実績額（別シートの賃上げ確認表を入力すると、時給単価の平均が自動計算されます。）】

8 年

月

事業場内平均賃金
（時給単価）

円

↑自動計算

8 年
事業場内平均賃金

（時給単価）
円 【参考】賃上げした月：令和 8 年

２　地域別最低賃金（富山県）を満たしていない従業員がいないこと。

↑自動計算
増加額 円 ≧ 10円

賃上げ確認表 
 

確認書のファイル内別シート
にて作成してください。 

①
③ 

② 

       給与明細一覧表 
       （給与台帳）等 

③ 

 

（様式第５号の５） 【ＤＸ枠・ＧＸ枠（任意）】

令和　　年　　月　　日

公益財団法人富山県新世紀産業機構理事長　様

住所

名称

代表者職氏名　　　　　　     　　　　　

引上げ前（引上げ後で選択した月の前年同月の値を入力してください。）

令和 月

↑自動計算

引上げ後（令和８年２月～12月の引上げ後の任意の１月の値を入力してください。）

令和 月

↑自動計算

↑自動計算

１　事業実施期間内に給与支給総額（月額）を３％以上引き上げること。

第３次　富山県中小企業トランスフォーメーション補助金

「給与支給総額（月額）」の引上げ実績：確認書【補助率引上げ要件】

　富山県中小企業トランスフォーメーション補助金の実績報告に際し、下記の１点について確認して
おり、事実と相違ありません。

記

【引上げ実績額（別シートの実績算出表を入力すると、対象従業員数及び給与支給総額が自動計算されます。）】

7 年

対象従業員数 0 人 (a) 【参考】１人あたり給与支給額 (b)/(a)： 円

【参考】１人あたり給与支給額 (d)/(c)：

給与支給総額
（月額）

0 円 (b)

↑自動計算

8 年

円

給与支給総額
（月額）

0 円 (d)

↑自動計算
増加率 ((d)-(b))/(b) ≧ 3%

対象従業員数 0 人 (c)

①
給与支給総額（月額） 

実績算出表 
 

確認書のファイル内別シートに
て作成してください。 

② 

 

 区分  財産名  規格  数量  単価（税抜）  金額（税抜）  取得年月日
処分制限

期間
 保管場所  補助率  備考

(注)

（様式第7号）

第３次　富山県中小企業トランスフォーメーション補助金　取得財産等管理台帳

１．この台帳記載の対象となる取得財産等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した交付要綱第23条
　　第１項に定める財産とする（税抜50万円以上）。
　　（ＰＣやタブレット端末など汎用性が高い備品については50万円未満も対象）
２．財産名の区分は、（ア）建物、建物付属設備、建物及び建物付属設備、（イ）構築物、（ウ）車両、（エ）工具、
　　（オ）器具及び備品、（カ）機械及び装置、（キ）ソフトウェアとする。
３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
４．処分制限期間は、本交付要綱第23条第１項に定める期間を記載すること。

住　所
名　称
代表者職氏名

請求書 

システム画面 
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■支出証拠書類の写しについて ※経費区分ごとの提出書類については「別紙１」参照 

支払いを証明する書類の例 ※主な支払いの種類 

支払方法 必要書類および留意点 

銀行振込 ・口座振替での振込の場合 

・現金での振込の場合 ・ＡＴＭ利用の場合 

・インターネットバンキング利用の場合 ※次のいずれかを添付 

①予約ではなく振込完了が確認できる帳票 
(「取引照会結果」など： 

金融機関により帳票名が異なります。) 
②振込予定日・振込金額を指定して振込登録 

（振込予約）が確認できる帳票と振込印字 

部分の通帳のコピーもしくは入出金明細（写し） 

 

※帳票のダウンロードは２カ月を期限としている 

場合が多いのでご留意ください。 

 

 

 

 

クレジット払い 

（原則法人カード） 
 

※実績報告期限（令和９年１ 

月８日(金)）までに代金の 

引き落としが行われ、カー 

ド会社からの通知書および 

預金通帳等で引き落としの 

確認が可能である場合に限 
り、補助対象とします。 

○Ａが無い場合は、○Ｂと○Ｃのみでも可 

 

 

電子記録債権 
 

※実績報告期限（令和９年１ 

月８日(金)）までに代金の 

引き落としが行われ、預金 
通帳等で引き落としの確認 
が可能である場合に限り、 

補助対象とします。 

※次のいずれかを添付 

①支払完了が確認できる帳票 
②支払予定日・支払金額を指定して 

でんさい登録が確認できる帳票と 

振込印字部分の通帳のコピーもしくは 
入出金明細（写し） 
 

※振出日（電子記録年月日）ではなく、 
支払期日が令和９年１月８日(金)までであること。 
 

現金支払い 

 
※原則、銀行振り込み 

但し、10 万円未満（税込） 

の場合のみ 

 

他の取引との相殺払い、手形による支払い、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング（債権譲

渡）による支払い、補助事業実施期間内に契約が完了しない割賦による支払い、商品券等によ

る支払いは補助対象外となりますので、ご注意ください。 

※クレジット利用の領収書については、 
収入印紙の貼付は不要 

 

引落口座 
通帳コピー 

振込受付書の写し 

振込受取書の写し 

カード会社の 

利用明細書 
写し 

ご利用明細票等の写し 

引落口座 
通帳コピー 

もしくは 
入出金明細 
（写し） 

領収書の写し 

振込登録 

（予約）帳票 
写し 

引落口座 
通帳コピー 
もしくは 

入出金明細
(写し) 

取引履歴等 

振込完了が 

確認できる帳票

（写し） 

① ② 

領収書 r 用 ※５万円以上（税抜額）の領収書には 

収入印紙の貼付及び割印が必要です。 

領収書の写し 

但し、○○代として 

領収書 

収入 
印紙 割印 

or 

 

取引履歴等支払完了が 

確認できる帳票（写し） 
or 

①  
 ○○銀行 でんさいネット 

出力日時 ○○年○月○日 

② でんさい登録 
帳票写し 

引落口座 

通帳コピー 
もしくは 
入出金明細 

（写し） 

○Ａ  ○Ｂ  ○C  
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■事業実施の証拠書類（画像等）について 

 

必要書類および留意点 

導入備品等については、証拠写真（画像）の提出が必要です。 ※写真は全てカラー 

 

◆１単位 50万円未満（税抜）の購入物は画像のみ（標章は不要） 

※標章は不要（ＰＣ・タブレット等汎用性が高い備品は除く） 

 

 

◆成果物（システムの場合） 

・ソフト起動時の画面コピー（スクリーンショット等）もしくはＰＣ画面画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

     システム構築の場合は、 

 

と表記ください。※作成日は納品日 

 

 

・ＣＤの場合、ケースに標章を貼付した画像 

 

 

 

 

 

・ダウンロードによる購入の場合はライセンスキー・ＵＲＬ・ログイン用ＩＤ等の画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県中小企業トランスフォーメーション補助金活用事業（令和○年○月○日作成） 

オンラインソフト
ダウンロード 

 
ライセンスキー 
AAAABBB1122 

スクリーンショット画像 


